
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

天橋立を核とした景観を、住民の知恵と力を合わせ、保全、
育成、創造することで、地域が賑わい、また、やすらぐため
の活動として、「景観づくり」と「まちづくり」を一体とし
た取組により、良好な景観を形成していくことが重要 

・歴史や文化、人の営みが積み重なった姿 
・自然景観の中心的存在かつ精神的な存在 
・住民さらには国民共有の財産 

天橋立周辺地域景観まちづくり計画 全体構成（案） 

基本認識 

 

 

 

 

・俯瞰される町並みの整
序 

・大規模建造物の形態、
色彩等配慮 

・田園風景と不調和な建
物、工作物等 

・展望施設の修景 

・幹線道路沿いに乱立する
屋外広告物 

 

骨格的

要素 

 

沿

岸

域 幹
線
道
路
沿
道 

・松林や砂州の適正管理 
・阿蘇海の水質悪化 
・山林の荒廃 
・開発時の景観配慮 

沿岸域

の人工

的要素 

・伝統的なまち並みの保
全 

・魅力あるまち並み形成 
・景観資源の活用 

主 要 

４地区 

景観要素と課題 

 

●地域のシンボル景観の保全 

・地域の代表的景観である天橋立 

の俯瞰景観や眺望景観を保全 

取り組み方針 具体的方策（素案） 

●景観法を活用したシン
ボル景観保全 

 

 

□眺望景観や地域の景観保全のためのルールづくり（景観法の活用） 

□屋外広告物のデザイン・意匠の統一、集約化等の検討 

□既存施設の修景検討                    等 

●文化的景観のさらなる
価値付け 

 

□世界遺産の登録に向けた取組 

□文化財保護制度を活用した文化的な景観や資産の育成     等 

●公共事業と一体となっ
た景観まちづくりの推進 

 

 

 

□道路、河川等の整備事業による先導的景観形成と、事業に併せた周辺景

観整備 

（大手川、自転車道、岩滝海岸線、府中バイパス 等） 

□天橋立公園の官民一体となった適正な維持管理の推進 

□森林、海域の保全のための取組               等 

●景観資源の発掘による
価値の共有化と活用に
よる観光交流推進 

 

□観光施策と連携した取組 

□景観資源の発掘（京都府景観条例の制度活用等）と情報発信 

        等 

●景観を活かしたまちづく
りに関する情報交換、交
流の推進 

 

□他地域との交流、情報交換の場の設定 

□住民等の意識啓発の取組（シンポジウム、円卓会議等）    等 

●住民主体、住民参画に
よる景観まちづくりの取
組 

□○○通り、○○地区の景観形成のモデル的検討（学習会、まちあるき等）

□天橋立公園、道路、河川等の住民参画による計画、管理 

                              等 

 

■天橋立を核とした景観とは 

■なぜ「景観まちづくり」なのか 

● 景観は公共的財産 「内は自分のもの、外はみんなのもの」
● 「模造」ではなく「本物」を追求 
● 住民が「誇り」と「愛着」がもてる景観まちづくり 
● 地域の歴史、文化、伝承などの「物語」がまちに付加価値を
● 住民生活と観光のバランス 「住んでよし、訪れてよし」 
● 50 年、100 年先を見据えた景観まちづくり  

「世界遺産登録に向けて」 

■景観まちづくりの目標像、基本方針検討に当たってのキーワード 

検討対象地域 
別図に差し替え ■景観まちづくりの推進に当たっての重要な視点 

大景域 

小景域 

 

● 周りを山並みによって縁取られている。 

● 市街地は沿岸域に形成 

● 天橋立を見下ろす俯瞰景観が代表的 

● 地域毎の特色を有する小景域とそれをむす
ぶ道路から天橋立が眺望できる。 

 

■現況、特性 

検討の視点 

■景観まちづくりの基本方針（案） 

天橋立 

海 

山 

建物 

看板 

植栽 

等

●生業、風土に根ざした文化的な景観の

育成 

・天橋立と周辺の歴史、文化資産の育成

●魅力と賑わいのある景観の創造 

・公共事業と一体となった景観まちづくり

やおもてなしの心による住民主体の取

組により、魅力と賑わいのある景観を創

造

●地域の景観資産を活用したまちづくり

・地域の歴史や文化を伝える資産や住民

が誇る景観の資産を活かしてまちづく

り活動を促進 

取組方針と方策（案）

■主要な課題 ■景域の構造 ■取り組み方針と具体的方策（案） 

検討区域 

○歴史、文化などの地域の文脈を尊重  ○心象風景となる物語と美しさの保全と創造  ○住民が誇りと愛着を持つことができる景観形成に繋がるまちづくり  

○住民・来訪者・事業者・行政がそれぞれの役割分担と協働  ○先人から受け継いだ資産の将来世代への継承 

資料３
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天橋立周辺の主要な視点場と検討区域 

俯瞰２：傘松公園 

地上眺望：国分寺跡付近 

俯瞰４：大内峠一字観公園 

俯瞰３：天上大パノラマ観・仙台山

俯瞰５：滝上山 

俯瞰６：獅子崎 

俯瞰１：ビューランド 

その他眺望：天橋立から傘松公園方向 

俯瞰１ 

俯瞰２ 

俯瞰３ 

俯瞰４ 

俯瞰５ 

俯瞰６ 

その他眺望：田井から日置方向 

地上眺望：島崎公園付近 

その他眺望：国道１７８号から天橋立方向 

■検討区域 
・おおむね、天橋立を取り巻く山の稜線に囲まれる区域 
 宮津市街地部は、都市的土地利用が進んでいる又は今後想定さ

れる地域（用途地域の指定区域）を含む 
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天橋立周辺地域の景観構成の整理と配慮事項（ルール）の流れ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点配慮要素と内容  共通配慮要素と内容 対象地区  

要 素 配慮内容  要 素 配慮内容 

景観の空間的 

まとまり 
具体の配慮・工夫事項 

小景域 

大 景 域 眺 望 景 観 俯 瞰 景 観

（見下ろし）

重要２地点

から 

視点場及び方向景観の分類 

上以外から

仰 望 景 観

（地上レベル）
天橋立公園及び

周辺地域から

移 動 景 観 
道路から 

天橋立方向

道路から 

道路方向 

地 域 景 観 まちなみ景観

沿道景観 

 

地区限定 

（全建築物）

屋根 

壁面位置  

高さ  

屋上広告 

勾配屋根設置、和瓦等 

連続性の確保 

近隣建築物との連続性確保 

規模の制限 

全域 

（大規模） 

全域 

（大規模） 

屋根 

屋上設備 

屋上広告  

形状は勾配屋根を基本 

建築物と一体化 

規模の制限 

建物形状 

高さ 

屋上広告 

分棟、雁行配置 

山の稜線を切断しない 

規模の制限 

 

屋根・壁面の

色彩 

  

材料 

 

 

付帯設備 

 

 

緑化 

 

自然環境に調和（マンセル値で規定）

 

 

光沢性ある材料の使用方法、経年劣化し

ない材料選択 

 

給水管・ダクト等の覆い 

屋上階段、ベランダ、屋上設備の配慮

 

既存樹種の配慮 

道路沿道 

（大規模） 

立地位置 

 

建植広告物 

天橋立への視界を考慮し

た立地 

規模の制限 

道路沿道 

（大規模） 

壁面位置 

 

緑化 

建植広告物 

壁面後退５ｍ、高層部の後

退 

周囲の連続性配慮 

規模の制限 

まちなみ景観 今後の地区別の検討を踏まえ、順次、計画内容に盛り込み 
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建築物、工作物に関する景観配慮事項まとめ  
 
 

  
 
 

 

     

配慮を要請する行為、規模（届出対象） 

行為の種類 対象区域全域（右の地区を除く） 俯瞰景観重点地区 

建築物、工作
物の新築、増
築、改築等 

４階建て以上の建築物又は 
高さ１２ｍ以上の建築物及び工作物 

すべての行為 
（延べ床面積10㎡以下の簡易建築物等は除く） 

※いすれも軽易な行為等（非常災害時の応急措置、通常の管理行為等）は除く

景観形成の基準 
 建築物・工作物 
 対象区域全域（右の２地区を除く） 幹線道路沿道地区 俯瞰景観重点地区 

位置  ・天橋立への視界が開ける区間においては、天橋立
を見通す視線を考慮し、建物を配置する。 

・幹線道路に面する場合は、原則、５メートル以上
道路から後退する。 

・通りに面する壁面の位置は、隣接する建築物の壁面を考慮し、ま
ちなみの連続性を保つ。 

・やむを得ず建築物を後退させる場合は、塀、門の設置等により、
まちなみの連続性に配慮する。 

・分棟、分節化するなどボリューム感の低減を図
る。 

・天橋立公園内など、主要な視点場から見て、山
の稜線を切断しない高さとする。 

・山裾に建築する場合は、雁行配置とするなど、
山並みに調和した形態とする。 

・左に同じ。 
 
 
 
 
 

・左に同じ。 

 

 

 

 

 

規模 

 ・上空の開放感を創出するため、高層部の壁面を後
退する。 

・近隣建築物から突出しない高さとする。 

 

屋根 ・勾配屋根を基本とし、これによらない場合は、勾配のある軒庇を設置し、屋上の緑化に努める。 

 

・勾配屋根を基本とする 

・屋根材は、和瓦又は銅板その他の金属板とすること。 

壁面設備 ・給水管、ダクト管などは、外壁面に露出させないよう配慮する。 

屋上  

・建築物に取り込むなど、適切な覆い措置を講じるよう努める 

・塔屋部の突出を避け、建築物と一体となる外観となるよう努める。 

意
匠 

屋外階段、
ベランダ
等 

・建築物本体と一体化するなど調和した意匠となるよう、又は、主要な視点場や沿道から直接見えないよう配慮する。 

材料 ・金属やガラスなど光沢性のある材料は、大きな面積で用いないよう努める。 

・経年変化により見苦しくならない材料を選択するよう努める。 

色
彩 

外壁 
屋根 

・建物の基調となる色は、周辺環境と調和した落ち着いた色調とし、マンセル色票系において次のとおりとする。 

  

 

 

 

 

・左に同じ 

 

そ
の
他 

植栽 ・地域の在来種を選定するなど、既存樹種との調
和を考慮する。 

 ・道路等の公共空間や周囲の緑化との連続性を考慮
する。 

・左に同じ 

区域図 

※１ 赤字は重点要素 

※２ 幹線道路とは、国道１７６号、国道１７８号 

   府道宮津八鹿線、栗田半島線、綾部大江宮津線 

   （いずれも計画区域内に存在するものに限る） 

 色相  彩度  明度  
5 YR ～ 2.5Y  4 以下  6 以上  

8. 5 未満  
 
外 壁 等  

B,PB , P,P R 系を
含まないその他  

2 以下  6 以上  
8. 5 未満  

屋根  N 系 （ 濃 灰 、 黒 ） ― 3 以 下  
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「俯瞰景観重点地区」における景観形成ルール  

  
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルールの提案 

・通りに面する壁面の位置
は、隣接する建築物の壁
面を考慮し、まちなみの
連続性を保つ。 

 
・やむを得ず建築物を後退

させる場合は、塀、門の
設置等により、まちなみ
の連続性に配慮する。 

・近隣建築物から突出しな
い高さとする。 

 
・勾配屋根を基本とする 
 
・屋根材は、和瓦又は銅板

その他の金属板とするこ
と。 

 

■俯瞰される眼下の町並みの屋根形態・色彩に着目 

 

④建物の屋根色彩を統一することで、天橋立への眺望がよりよいものになります。

①隣接する建物の壁面等に考慮して町並みの連続性を確保します。

・隣接する町並みとの調和に配慮しながら、壁面意匠

を工夫して町並みの連続性を保っている例 

〈京都市：美観地区、高度地区等による規制〉 

 

■建物の屋根形態等に着目 

 

②建物の高さや規模を隣接する町並みに合わせます。

・屋根形状や屋根の色彩が不揃い

な町並みのイメージ 

・勾配屋根、屋根材を統一することで

整った町並みが形成できます。 

・低層の家並のそろった町並みの高さや規模を合わせ、

整った町並みとする必要があります。 

・基準や取り決めがないと、さまざまな色彩

の屋根がつくられる可能性があります。 

・屋根材や色彩等を調和させ、良好な町並みの

俯瞰景が得られます。 

③建物の屋根形態や屋根材を合わせることで、整った町並みが形成できます。

・家並が整った町並みのイメージ 
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「沿道景観」における景観形成ルール  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルールの提案 

①建物を建てる位置を工夫することで、周辺への眺めが確保できます。

・道路境界から建物を後退させ、幹線道路からみる天橋立

や山並みへの眺めに配慮した建物配置を行ないます。

天橋立への視界が開ける区
間においては、天橋立を見
通す視線を考慮し、建物を
配置する。 

・幹線道路に面する場合は、
原則、５メートル以上道路
から後退する。 

上空の開放感を創出するた
め、高層部の壁面を後退す
る。 

・中高層階の壁面を後退して圧迫感を解消している例 

・壁面を後退させると上空の視界が開け、開放感が増します。

 

②建物の上層部を壁面後退することで、沿道の圧迫感が軽減されます。

③道路空間の緑や周辺の緑との連続性に配慮することで、周辺
景観との調和が図れます。 

・建物敷地外周に緑化を施すことで、周辺の自然や緑との調和が図れ

ます。 

・建物前面や道路沿道に修景緑化を行うとより効果的です。 

・植栽する樹種については、地域の在来種を選定するなど、配慮が必

要です。 
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眺望景観保全のための景観形成ルール  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルールの提案 

①建物を建てる位置や規模を工夫することで、周辺からの良好な眺めが確保できます。

 

建物を雁行または分節化して

小さく見せ周囲と馴染ませる 

単調になりがちな外観 

・建物の長大な面を見せないように工夫し

たり、細分化する工夫もあります。 

・建物を雁行させたり、分節化してボリューム感を

低減させている例 

 

分棟、分節化するなどボリ
ューム感の低減を図る。 

天橋立公園内など、主要な
視点場から見て、山の稜線
を切断しない高さとする。

山裾に建築する場合は、雁
行配置とするなど、山並み
に調和した形態とする。 

・勾配屋根を設けて周囲の山並みや自然との調和を図った例 

 

②背後の山並みに配慮した建物規模とすることで、良好な眺望が確保できます。

・勾配屋根や庇をもつ建物に屋上緑化を図ったイメージ例 

 

勾配屋根を基本とし、これ
によらない場合は、勾配の
ある軒庇を設置し、屋上の
緑化に努める。 

建築物本体と一体化するな
ど調和した意匠となるよ
う、又は、主要な視点場や
沿道から直接見えないよ
う配慮する。 

 

・建物と一体的な

意匠による整備

イメージ 

④屋上の設備に覆いをしたり、建物に取り込むことで、周辺の山並みとの調和を
図ることができます。 

・屋上設備が露出している例 

③勾配屋根や庇を設けることで、まちの表情が豊かになります。
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景観形成ルールの共通項目   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルールの提案 

・給水管、ダクト管などは、
外壁面に露出させないよ
う配慮する。 

 
・屋上設備は建築物に取り

込むなど、適切な覆い措
置を講じるよう努める 

・塔屋部の突出を避け、建
築物と一体となる外観と
なるよう努める。 

 
・近隣建築物から突出しな

いよう努める。 

■建物に付帯する設備 

 

・屋外階段等は、建築物本
体と一体化するなど調和
した意匠となるよう、又
は、主要な視点場や沿道
から直接見えないよう配
慮する。 

■建物外壁の色彩 

 ④建物の外観の色彩には、落ち着いた色彩をもちいることで、背後の山並
みなど周辺との調和を図ることができます。 

・配管類を外壁に見せないようにして

シンプルな壁面意匠とした例 

〈千葉県幕張新都心 デザインガイド

ラインによる誘導〉 

①給水管やダクト等の配管類は、露出させないように配慮し、周りの景観との調和
を図ります。 

・配管類を外壁に露出させない工夫 

 

・建物に用いる材料は、金
属やガラスなど光沢性の
ある材料は、大きな面積
で用いないよう努める。 

・経年変化により見苦しく
ならない材料を選択する
よう努める。 

②べランダや屋外階段を建物本体に取り込むことで、周辺から
の視野に配慮します。 

・建物との調和を考慮しながら、ベランダや階段を一体的に取

り込んだシンプルな外観の建物例 

〈千葉県幕張新都心 デザインガイドラインによる誘導〉 

 

外壁色彩誘導イメージ例 
現況 

外壁：10YR8/2 程度 

建物外壁の色彩検討シミュレーション 

・背景の山並みと調和した外壁色をもつ建物例

（対象地区内の建物） 

・建物の基調となる色は、
周辺環境と調和した落ち
着いた色調とし、マンセ
ル色票系において次のと
おりとする。 

③経年変化の少ない耐久性のある材料を使うとともに、地域の
特色や周辺景観に配慮した素材を用います。 

・自然石やタイルなどは年変化し

にくく、周辺環境とも調和しや

すい素材です。 

 

・外壁にタイルを用いた建物（郷

土資料館）山並みの緑と調和し

た建物例 

 

■建物外壁の色彩 
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□景観基準に関する事例１　～兵庫県　円山川下流風景形成地域～

指定区域図

区域指定の考え方

○円山川下流域の１市４町にまたがる地域における、良好な自然風景
や田園風景、歴史的風景等を有する一定のまとまりの区域を県条例に
基づき指定

○大規模建築物（高さ１５ｍ超又は建築面積1,000㎡超）の建築等を
行う際は、県への届出要

○建築物等のデザイン、色彩、位置、植栽　等について基準を設け指
導

景観形成基準

基準イメージ
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□景観基準に関する事例３　～兵庫県伊丹市景観計画～

旧大坂道都市景観形成道路地区のまちなみ

伊丹市景観計画の区域

旧大坂道都市景観形成道路地区の建築等の景観形成の基準

市域全域における大規模建築物の建築等の景観形成の基準

色彩に関する基準
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